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【意見2: 事業者と顧客の責務の明確化と強化】

事業者には、カスハラ防止に向けた明確な方針の策定と、消費者に寄り添った対応を行う責務がありま
す。特に、就業者の責務に「顧客等の心情に配慮した言動」を明記することで、顧客対応において適切な
対応が促進されるべきです。また、顧客等の責務についても、現行の「必要な注意を払う」という表現に加
え、カスハラ行為が明確に禁止されていることを条例に明記すべきです。これにより、顧客側にもカスハラ
行為が許されないことを明確に示し、事業者と顧客の双方が適切な関係を築けるようになります。

【意見3: 支援体制の確立と施策の迅速な実施】

東京都は、この条例の適用と実施に関して、事業者への情報提供、啓発、教育、相談および助言を積極
的に行い、支援体制を確立する責務があります。特に、消費者対応部門を持たない事業者や、地域に根
差した事業者がトラブル発生時に適切な対応を取れるよう、具体的な施策の構築と迅速な実施が求めら
れます。さらに、被害を受けた事業者への救済措置についても、検討を進める必要があります。この条例
が、事業者と顧客の双方の利益を守り、持続可能なビジネス環境を実現するための基盤となることを期待
します。
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【意見1: カスハラ対策の「労働問題」から「経営・経済問題」への転換】

前提として、東京都カスタマーハラスメント防止条例は、都内で事業を行う法人や個人、都内で業務に従
事する者を対象としています。条例は、都内の事業者に対する都外の顧客等の行為も対象に含む可能性
があるため、顧客、就業者、事業者全てが条例を適切に理解し、認識することが不可欠です。東京都は、
情報提供や啓発を通じて、事業者が適切な対策を講じるよう支援し、就業者の保護を促進していただくこ
とを期待します。
その上で、この条例により、都、顧客等、就業者、事業者がカスタマーハラスメント（カスハラ）防止に取り組
むことにより、「労働問題」から「経営・経済問題」として認識されることを強く期待します。これらの取り組み
には、事業者がカスハラ防止を当然の責務とし、その重要性を正確に理解することが求められます。さら
に、複数の都道府県で事業を展開している企業にとっても、この条例の適用範囲や影響度を正しく認識
し、対応を行うことが不可欠です。
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